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 規制区分変更のお知らせ 
 

 
 
 
 
 
謹 啓 

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素、弊社製品につきましては、格別のご高配を賜り誠に有り難くお礼申し上げます。 

 さて、この度、弊社の鎮痛・抗炎症・解熱剤「ロキソート錠 60mg」につきまして、

平成 22 年 1 月 20 日付け厚生労働省令第６号「薬事法施行規則の一部を改正する省令」

に基づき劇薬指定から除外され、下記の通り規制区分が変更となりましたので、ご案

内申し上げます。 

製剤の組成・性状等は、従来品と何ら変わりはございませんので、今後とも変わら

ぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

なお、従来品につきましては、添付文書及び包装箱等に「劇薬」の表示はありまし

ても、その取り扱いとはなりません。在庫の関係から、しばらくは従来品も流通し、

大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。 

     謹 白 

記 

規制区分変更 

対象製品名：ロキソート錠 60mg（ロキソプロフェンナトリウム水和物製剤） 
 

変 更 従 来 
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